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国は平成31年 3月に災害時に取るべき行動が直感的にわかるよう、避難情報を5段階に

整理した「避難勧告に関するガイドライン」を策定しました。しかし、警戒レベル4の中

に避難勧告と避難指示（緊急）が混在し分かりづらい等の意見があり、今回、下記のように

改正しました。このことに伴い、今年4月に全戸配布した「防災ガイドブック」の9ペー

ジの内容が変更となりますので、本チラシをページに挟めるなど大切に保管してください。 
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